１４１.その写り込み，本当に大丈夫？
１．指導対象
　　小学校・中学校・高等学校・保護者
２．教科・科目
　　学級活動、道徳科、総合的な学習の時間、技術・家庭科（技術分野）、各教科
３．指導意図
近年、京都等日本各地の観光地には、外国人観光客が多く訪れている。SNS等により世界中に日本各地の観光地がPRされているよい面もあるが、一方で、観光地の現地では、公共の場において、参拝者等の写真に写り込みによる肖像権の取り扱いが心配される。明確に顔が写っている場合等にはトラブルにつながる可能性も考えられる。
修学旅行や校外学習等の旅行行事に関わる特別活動等において、実際に郊外で写真を撮影する場面やインターネットを活用した日々の各教科等の学習等を通して、肖像権に関する理解を深められるようにし、情報社会を生き抜く正しい判断力の育成につなげたい。
スマートフォンによる写真の撮影、ＳＮＳ投稿等が日常化している中で、情報発信による他社への影響を考えることを通して、情報社会での行動に責任をもつことができるような態度を育むことにつなげたい。
４．指導目標
①　写り込みによる他者への影響を考えることを通して、肖像権について知るとともに、情報発信による他者への影響を理解する。
②　インターネットの特性の理解を通して、情報を安全に正しく利用し、情報社会での行動に責任をもつことができる態度を育む。
５．授業展開例
	学習活動
	教師の支援

	（1） 導入
〇最近、スマートフォンなどを利用して写
真を撮るときに写り込むや気になること
などがなかったのかどうかを確認する。
〇写り込みについて注意するべき点など
を予想する。

	○小学校の修学旅行などの経験をもとに
発言を促す。
・発言内容を板書等する。
〇学習課題を板書等する。


	（２）展開
○本事例を暗転するところまで視聴する。
【学習課題１】
○肖像権とはどのような権利なのか調べ、共有する。
【学習課題２】
○人が写り込みそうな場合には、どんなことに注意すればよいでしょうか。（インターネットの特性や相手の気持ちも考えてみよう。）
【学習課題３】
○肖像権を侵害しないようにするためには、どのようなことに注意すればよいのだろか。
○自分が写り込まない工夫はどのようなことがあるのだろうか。
○「ポイントはここ！」の解説を通して、
課題のポイント①～③を確認等する。
①肖像権について及び肖像権への配慮について
②インターネットの特性について
③写り込むことを避けたい場合にはについて
○‟自分が写り込むことを避ける”必要も
あることを確認する。
	
（板書）
・自分の顔や姿を勝手に撮影・公開されない権利　など
（板書）
※（例）日常的なモラル面★とインターネットの特性○、とに分けて板書する。
★相手が嫌な気持ちにならないように。
★顔が特定できないようにする。
○SNS投稿をするとすぐに広まるから注意する。
○一度アップすると消すことができない。
○考えの交流や発表を促しながら、調べたことや考えたことなどを通して、注意点や工夫できる点について気付かせる。
○発言から広げていく
〇「ポイントはここ！」の画面を示し、
肖像権、インターネットの特性、撮影する
側の配慮や撮影する側の工夫を確認する。
SNSに投稿する際に、情報の発信者として
の責任があることや修学旅行という特別
な場面だけではなく日常から意識すべき
ことであることに気付かせる。
○‟自分が写り込むことを避ける”必要も
あることなど、知っておく必要があること
について確認する。

	
	〇修学旅行という特別な場面だけではな
く、日常的に正しい肖像権を配慮した撮影
や、SNS等への情報発信の在り方などを確
認する。


７．参考（ネット社会の歩き方関連動画）
・動画NO14「肖像権に気をつけて」（小・中向け）
・動画NO72：「SNS投稿は肖像権に気を付けて」（中・高向け）
旅行先で写真を撮る時に、写り込みに気をつける点はどんなことだろうか。









